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☎ 766 － 8701
福祉課

《高齢者福祉相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター
◇介護・高齢者福祉に関する相
談（随時訪問相談可）

☎ 764 － 5812
地域包括支援センター

《消費生活相談》
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー
い ず れ も 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

《法律相談》
▶ 20 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付の
み、開始日は 3 日（金）8:45 ～、
先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について弁護士による相談

《行政相談》
▶ 20 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 － 0057・塗家宅
☎ 0797 － 91 － 0381 で随時相
談可）◇行政に対する苦情や要望

《心配ごと相談》
▶ 14 日（火）日生住民センター
▶ 21 日（火）ふらっと六瀬
▶ 28 日（火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による相談

《障がい者相談》
▶ 23 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

《障がい者・児相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

☎ 766 － 8709
産業観光課

《農業者年金相談》
▶ 6 日（ 月 ）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

《農地流動化相談》
▶ 13 日（ 月 ）、20 日（ 月 ）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

《人権相談》
▶ 1 日（水）9:00 ～ 16:00
日生住民センター
▶ 8 日（水）13:00 ～ 16:00
ふらっと六瀬
◇日常生活でのいやがらせ、い
じめ、虐待、DV、不当な差別
など（法務省人権擁護委員によ
る相談）

☎ 768 － 0001
ふらっと六瀬

☎ 765 － 2065
教育支援センター

《教育相談》
▶来所相談（要予約）火・水・木・
金 9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

❖ Foreigner Consultation Desk（外国人生活支援相談）  
▶ Monday ～ Thursday 9:00 ～ 16:00. Provide consultation for your daily life.（Please 
contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

☎ 767 － 7477
こども課

《母子相談（完全予約制）》
▶ 23 日（木）13:30 ～ 16:00
日生住民センター
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 83 － 3143
◇県母子自立支援員による相談

《児童相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

《DV 相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談
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このコーナーでは、猪名川町の取り組みの中で意外と知られてい
ない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します！

　これから 3 人目 4 人目、と育てていき
たい、そんな子だくさんの子育て世帯に朗
報です！皆さんを応援するための制度があ
るんです。
　今回は、「多子誕生祝金」と「猪名川町
エンゼルつみたて定期預金」について紹介
します。

　次代を担う子どもの健やかな誕生を祝
い、成長を願ってできたこの制度。道の駅
の新鮮野菜を食べて栄養もバッチリ！受給
資格は下記のとおりです。
◆平成 26 年４月１日以降に生まれた第３
子以降の子ども（以下、対象児）の養育者
◆対象児の出生日時点で、1 年以上継続し
て本町に住民登録がある人（１年未満の人
は、登録後１年経過後に申請できます）
◆対象児の出生日時点で、対象児を含め、
18 歳未満の子どもを３人以上養育してい
る人
◆申請日時点で本町に住民登録がある人

　定期預金を開設した人に、銀行からお祝
い金が贈呈されます。
▷預入額　口座作成時に、10,000 円以上
預入れ（多子誕生祝金 5,000 円以上を含
む、口座は対象児名義）
▷期間　満期日を定めない一般型（原則と
して 1 年間解約不可）
▷積立方法　指定の預金口座から自動振替

（5,000 円以上、1,000 円単位）
▷取扱支店　日生中央支店

あなたの出産、
応援します！

多子誕生祝金 猪名川町エンゼルつみたて
定期預金現金５万円

「道の駅いながわ」

商品券２万円

　【問合せ】　こども課（☎ 767 ー 7477）

　【問合せ】　池田泉州銀行
日生中央支店（☎ 766 ー 2361）
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第３子以降誕生で
プレゼント！

町と池田泉州銀行の
連携事業！

お祝金5,000円

ファミリアデザインの
オリジナル通帳！


